
明
代
後
宮
と
后
妃

・
女
官
制
度

前

田

尚

美

は

じ

め

に
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中
国
歴
代
王
朝
を
通
観
し
た
場
合
、
亡
国
の
原
因
が
后
妃
や
そ
れ
に
付
随
す
る
外
戚
、
宙
官
が
も
た
ら
し
た
弊
害
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が

少
な
く

な
い
。
そ
の
た
め
歴
代
皇
帝
は
、
王
朝
の
衰
退
や
滅
亡
に
つ
な
が
る
后
妃
の
垂
簾
聴
政

・
宦
官
の
政
治
介
入
、

あ
る

い
は
外
戚
の
跋

扈
を
防
ぐ

べ
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
を
講
じ
て
き
た
。
し
か
し
最
終
的
に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
ら
の
弊
害
を
食
い
止

め
る
こ
と
は
で
き
ず
、

多
く
の
王
朝
が
滅
亡
を
迎
え
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

こ
う

し
た
な
か
で
、
明
代
は
漢

・
唐
と
並
ん
で
宙
官

の
弊
害
が
大
き
か

っ
た
反
面
、
后
妃
や
外
戚

の
弊
害
は
、
明

一
代
を
通
し
て
ほ
と
ん

ど
存
在

し
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
洪
武
帝
が
建
国
当
初
に
、
后
妃
が
政
治
に
干
渉
し
な
い
よ
う
に
厳
し
い
制
度
や
法
律
を
作
り
、
統
制

し
た
こ
と
が
継
承

・
保
持
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
い
。
永
楽
年
間
以
降
、
宙
官

の
権
力
掌
握
を
許
す
よ
う
な
状
態
が
生
ま

れ
た

一
方
で
、
后
妃

(
1
)

に

つ
い
て
は
皇
后
以
下
、
女
性
が
権
力
を
握
る
事
を
禁
止
し
た
原
則
は
厳
守
さ
れ
続
け
た
。

で
は
、
明
代
で
は
后
妃
が
権
限
を
握
る
機
会
が
な
か

っ
た
の
か
と

い
え
ば
、
決
し
て
そ
う

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
后
妃
や
外
戚
が
権
力
を

握
る
大
き
な
機
会
の

一
つ
と
し
て
、
皇
帝
が
幼
い
こ
と
に
よ

っ
て
母
后
や
皇
太
后
が
行
う
垂
簾
聴
政
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
明
代
で
も
幼
少
の
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皇
帝
を
戴
く
こ
と
が
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
こ
う
し
た
非
常
事
態
に
際
し
て
皇
太
后
は
、
幼

い
皇
帝
の
即
位
前
後
に
生
じ
る

問
題

の
収
拾
に
尽
力
し
て
い
る
が
、
事
態
が
収
ま

っ
た
後
は
、
垂
簾
聴
政
を
行
う
こ
と
は
お
ろ
か
、
大
臣
か
ら
そ
れ
を

願
い
出
ら
れ
て
も
拒

(
3
)

ん
で
い
る
。
さ
ら
に
は
皇
帝

の
急
逝
、
後
継
者
の
不
在
に
よ
る
皇
帝
不
在
期
間
に
あ

っ
て
も
、
皇
太
后
は
懿
旨
に
よ

っ
て
、
最
終
的
な
決
定

を
下
し

て
い
る
。
こ
の
際
に
出
さ
れ
た
懿
旨

は
、
廷
臣
た
ち
に
最
優
先
で
尊
重
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
皇
太
后

が
絶
大
な
る
権
力
を

(4
)

も

っ
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
新
皇
帝
の
即
位
後
に
続
け
て
政
治
介
入
を
す
る
こ
と
は
明
代
に
は
見
ら
れ
な

か

っ
た
。

(5
)

同
様

に
外
戚
に
つ
い
て
も
、
永
楽
帝
皇
后
徐
氏
が
自
分
の

一
族

へ
の
優
遇
を
拒
ん
で
か
ら
、
そ
れ
が

一
つ
の
風
潮
に
な

っ
た
よ
う

で
、
ほ

と
ん
ど

の
皇
后
が
皇
帝
の
外
戚
に
対
す
る
優
遇
を
拒
否
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
結
局
、
外
戚
が
大
き
な
権
力
を
持

つ
こ
と
も
な

か

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も

つ
明
代
の
後
宮
制
度
だ
が
、
こ
れ
ま
で
専
門
的
に
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
分
野
で
あ
り
、
充
分
に
解
明
さ
れ
て

い
る
と

は
言
い
が
た
い
。
特
に
我
が
国
で
は
、
後
宮
の
制
度
面
に
関
す
る
論
考
は
皆
無
と

い
っ
て
よ
く
、
そ

の
実
態
に
言
及
す
る
こ
と
も
ほ

と
ん
ど
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿

で
は
、
明
代
後
宮
の
女
性
た
ち
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
実
態
と
役
割
を
分
析
す
る
こ
と

で
、
明
代
後
宮
制
度

を
解
明
す
る

一
助
に
し
た

い
と
思
う
。

第

一
章

明
代
の
後
宮
制
度

第

一
節

洪
武
帝
の
婚
姻
政
策

中
国

の
歴
代
王
朝
に
お

い
て
後
宮
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
多
く
の
女
性
と
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
さ
ら
に
多
く
の
宙
官
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て

き
た
。
後
宮
は
外
戚
の
弊
害
や
、
宙
官
禍
が
生
ま
れ
て
く
る
場
所
で
あ
る
こ
と
は
正
史
が
如
実
に
示
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
歴
代
王
朝
は

そ
の
こ
と
を
重
々
承
知
し
た
上
で
後
宮
を
組
織
す
る
に
当
た
り
、
両
者

の
政
治
介
入
を
防
ぐ
方
策
を
模
索
し
て
き
た
と

い
え
よ
う
。
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そ
う

し
た
中
で
明
代
は
、
宙
官
禍
が
他

の
王
朝
に
比
べ
て
も
非
常
に
大
き
い
も
の
で
あ

っ
た
反
面
、
政
治
を
左
右
す

る
よ
う
な
強
力
な
外

戚
は
つ
い
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
な
ん
な
の
か
。

結
論

か
ら
言
え
ば
、
明
代

の
後
宮
女
性
が
基
本
的
に
は
民
聞
か
ら
、

つ
ま
り
権
力
を
も

っ
て
い
な
い
家
の
女
性
が
集

め
ら
れ
た
こ
と
、
そ

し
て
皇
帝
や
皇
后
自
身

に
よ
っ
て
外
戚
に
対
す
る
封
爵
が
制
限
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
、
そ
の
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

明
代

で
後
宮
が
初
め
て
組
織
さ
れ
た
の
は
、
言
う
ま

で
も
な
く
初
代
洪
武
帝

の
時
代
で
あ
る
。
洪
武
帝
は
多
く
の
妃
媛
か
ら
な
る
自
ら
の

後
宮
を
組
織
す
る

一
方

で
、
そ
の
即
位
前
後
に
誕
生
し
た
多
く
の
子
女
の
婚
姻
も
大

い
に
行

っ
て
い
る
。
こ
の
二

つ
の
動
き
は
、
皇
族
と
そ

の
春
族
を
増
や
す
と

い
う
意
味
で
は
同
じ
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
同
時
進
行
し
た
と

い
う
こ
と
は
、
そ
の
中
で
洪
武
帝

の
婚
姻
観
と
も
い
う

べ
き
共
通
し
た
意
識
が
は
た
ら

い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
は
こ
う
し
た
動
き
と
、
そ
の
後
の
後
宮
に
対
す
る
動
き
と
の
関
係
に
つ
い

て
考
察

し
て
み
た

い
。

洪
武
帝
の
子
女
の
結
婚
に

つ
い
て
は
、
洪
武
四
年
に
皇
太
子

(長
男
)
及
び
秦
王

(次
男
)
に
妃
を
迎
え
た
も

の
が

一
番
早
い
例
で
あ
る
。

妃
を
選

ぶ
理
由
と
し
て
、
ま
ず
皇
太
子
妃
を
迎
え
る
際
に
は
、
「昔
、
天
下
に
君
臨
し
た
る
者
は
、
必
ず
後
嗣
を
重
ん
じ
て
万
民
の
主
と
な

(6

)

し
、
皆
手
柄
や
徳
の
あ
る
家
の
貞
良
な
女
子
を
選
ん
で
妻
と
さ
せ
た
」
、
秦
王
妃
の
時
は
、
「朕
は
天
下
に
君
臨
し
、
諸

子
を
冊
封
し
て
王
と

(
7
)

す
る
に
、
必
ず
名
家
の
賢
女
を
選
ん
で
妃
と
し
て
い
る
」
と
、
ほ
ぼ
同
様

の
内
容
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
例
に
は
、

い
わ
ば
名
家
の
貞
節
で
賢
明
な
女
性
を
妃
に
迎
え
る
、
と

い
う
姿
勢
が

一
貫
し
て
窺
え
る
。
そ
の
後
も
、

『明
太

祖
実
録
』
に
お
け
る
皇
族

の
婚
姻
に
関
す
る
記
事
に
は
、
必
ず
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど

「名
家
」
「良
家
」
と

い
う
文
言

が

つ
い
て
ま
わ

っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
必
須
条
件

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
民
間
あ
る
い
は
権
力
を
持
た
な
い
家
な
ど
と
は
真
逆

の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

し
か
し
肝
心
の
家
、
及
び
女
性
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
内
容
や
条
件
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
史
料
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
洪

武
六
年
に
編
纂
さ
れ
た

『祖
訓
録
』
に
も
、

、
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天
子
及
び
親
王
の
皇
妃
宮
人
等
は
、
必
ず
良
家
子
女
か
ら
選
ん
で
結
婚
す
べ
し
。
大
臣

の
進
送
を
う
け
て
は
な
ら
な

い
、
姦
計
の
恐
れ

(
8
)

が
あ
る
。
倡
妓

と
押
れ
近
づ
く
こ
と
も
許
さ
れ
な

い
。

と
述
べ
る
だ
け
で
、
や
は
り
具
体
性
に
欠
け
て
い
る
。
た
だ
し
大
臣
か
ら
の
進
送
を
受
け
な
い
と

い
う
禁
止
事
項
は
、
権
力
を
持

っ
て
い
な

(
9
)

い
と
い
う
家
に
対
す
る
条
件

で
あ
り
、
外
戚
の
政
治
関
与
を
防
ぐ
意
思
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の

一
方
で
実
際
の
婚
姻
事
例
を
み
て
み
る
と
、
建
国
か
ら
洪
武
二
十
四
年
前
後
ま
で
は
開
国
功
臣
、
そ
れ
も
軍
権

に
関
与
す
る
爵
位
家

な
ど
の
子
女
と
の
婚
姻
し
か
な

い
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
た
し
か
に
大
臣
に
限
ら
ず

「進
送
」
は
受
け
て
は
い
な

い
も

の
の
、
こ
う

し
た
功
臣
の
子
女
と
の
婚
姻
は
、
有
力
な
外
戚
を
作
る
た
め
の
布
石
を
自
ら
打

つ
行
為
と
も
と
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
佐
藤
文
俊
氏
は
、

(
10
)

軍
事
権
を
与
え
ら
れ
各
地
に
冊
封
さ
れ
た
諸
王
た
ち
対
し
、
功
臣
の
軍
事
的
補
佐
を
期
待
し
て
の
こ
と
と
述
べ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
、
当
時

の
洪
武
帝
に
と

っ
て
都
合

の

「良

い
家
」
を
選
ん
だ
結
果
と

い
え
よ
う
。

(
11
)

し
か

し
、
こ
う
し
た
状
況
は
洪
武
二
十
四
年
以
降
に
変
化
が
み
ら
れ
る
と

い
う
。

『明
太
祖
実
録
』
洪
武
二
十
七
年
正
月
丙
寅

の
条
で
は
、

礼

部
に
勅
し
て
、
河
南

・
北
平

・
山
東

・
山
西

・
陳
西

の
職
官
及
び
軍
民
の
家
、
ま
た
は
前
朝
の
官
家

の
女
性
で
、
十
四
歳
以
上
十
七

(12

)

歳

以
下
、
容
姿
に
す
ぐ
れ
健
康
で
、
家
の
し
つ
け
が
よ
い
者
を
、
父
母
に
送
ら
せ
て
京
師
に
ご
さ
せ
て
、
選
ん
で
妃
と
さ
せ
た
。

と
あ
り
、
家
に
つ
い
て
は
華
北
の
文

・
武
官
や
元
朝

の
旧
臣
下
と
指
定
し
、
女
性
に
つ
い
て
も
年
齢
、
容
貌
、
健
康
面
、
道
徳
な
ど
、
細
か

く
規
定

し
て
い
る
。
こ
れ
は
婚
姻
対
象
者
が
、
開
国
の
功
臣
と
い
っ
た
家
柄
を
問
題
と
し
な
く
な

っ
た
こ
と
を
意
味
し

て
お
り
、
家
で
は
な

く
女
性

に

つ
い
て
細
か

い
規
定
を
す
る
こ
と
で
、
か
え

っ
て
外
戚

に
な
る
家

の
範
囲
は
広
が

っ
た
と
も

い
え
る
。
実
際

の
婚
姻
事
例
を
み
て

も
、
地
方
の
軍
の
将
校

・
文
官

の
家
が
中
心
に
な
り
、
永
楽
年
間
に
入
る
と
、
諸
王

の
権
力
を
削
ぐ
動
き

の
な
か
で
、
政
権
と

の
関
わ
り
が

(
13
)

少
な
く

、
道
徳
な
ど
に
問
題

の
な

い
民
間
の
子
女
が
対
象
に
な

っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
明
中
期
に
は
、
正
統
帝
が
皇

后
の
家

の
身
分
が
低

(
14
)

い
こ
と
か
ら
、
爵
位
を
贈
ろ
う
と
し
て
皇
后
自
身
が
断
る
と

い
う
状
況
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
外
戚
に
な
る
前
か
ら
国
家
権
力
や



軍
事
権
に
影
響
力
を
持

っ
て
い
な

い
事
が
、
選
ぶ
上
で
重
要
視
さ
れ
、
ま
た
外
戚
が
力
を
も
た
な

い
よ
う
、
女
性

の
方

か
ら
も
は
た
ら
き
か

け
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

で
は
民
間

の
子
女
は
、
ど
の
よ
う
に
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は

「秀
女
制
度
」
と
呼
ば
れ
る
、
後
宮
女
性
を
選
抜
す
る
特

別
の
制
度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
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第

二
節

秀
女
制
度

後
宮
に
入
る
女
性
を
選
抜
す
る
と

い
う

こ
と
は
、
明
代
に
限
ら
ず
古
来
よ
り
行
わ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た

「秀
女
選
び

(
15
)

(
16
)

(選
秀
女
)
」
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
民
間

の
婚
姻
を
禁
止
し
た
り
、
未
婚
者
を
隠
し
た
家

の
家
長
を
死
刑
に
す
る
な
ど
、
強
引
な
手
段
が
と
ら

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
民
間
で
も

「秀
女
選
び
」
ご
と
に
未
婚
者
を
隠
し
た
り
、
婚
姻
を
急

い
だ
り
と
抵
抗

し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
ひ
ど
く
嫌
わ
れ
て
い
た
様
子
も
見
て
取
れ
る
。
明
代
に
お
い
て
は
、
「秀
女
選
び
」
が
あ
る
と

い
う
流
言
の
み
で
、
江
南
を
中
心
に
大

(
17
)

混
乱
が
起

こ
る
例
が
非
常
に
多

い
。
す
べ
て
は
流
言
で
は
あ
る
が
、
社
会
的
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
こ
れ

ほ
ど
の
影
響
力
を
も

っ
た
明
代
の

「秀
女
選
び
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
か
。

明
代

の
後
宮
女
性
選
抜
制
度
に

つ
い
て
は
、
『廿
二
史
筍
記
』
の

「明
代
の
秀
女
選
び

の
制

(明
代
選
秀
女
之
制
)」

で
そ
の
特
徴
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
こ
う
し
た
体
制
が
取
ら
れ
た
理
由
に

つ
い
て
、
民
間
の
女
子
は
君
主

の
倹
約

の
政
治
を
助

け
る
こ
と
が
で
き
る

(
18
)

こ
と
、
そ
し
て
強
力
な
外
戚

の
誕
生
を
恐
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

「秀
女
」
と
い
う
言
葉
は
、
明
代
で
は
使
用
さ
れ
て
い
る
例
は
実

は
極
め
て
少
な

い
。

『明
実
録
』
で
は
隆
慶
二
年
十
月
の
条

で
使
わ
れ
て
い
る
の
み
で
、
そ
の
他
の
史
料
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

(19

)

あ
る
。
こ
れ
は
ど
う

い
う
こ
と
な
の
か
。

そ
も
そ
も

「秀
女
制
度
」
と

い
う
言
葉
で
あ
る
が
、

『廿
二
史
筍
記
』
の
著
者
で
あ
る
趙
翼
が
生
き
た
清
代
に
は
、
た
し
か
に
そ
う
呼
ば
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れ
る
後
宮
女
性
選
抜
制
度
が
存
在
し
た
。
た
だ
し
、
清
代
と
明
代
と

で
は
性
質
が
異
な

っ
て
お
り
、
民
間
か
ら
広
く
集

め
ら
れ
た
明
代
に
対

し
、
清
代

で
は
三
年
に

一
度
、
そ
れ
も
八
旗

の
女
性
に
限

っ
て
選
抜
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
民
間
に
お
よ
ぶ
こ
と
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
そ
れ

で
も
江
南
を
中
心
に
朝
廷
が
秀
女
を
選
ぶ
と

い
う
噂
の
み
で
、
巷
間
が
大
混
乱
に
陥

っ
た
こ
と
が
度

々
あ

っ
た
。
こ
う

し
た
傾
向
は
明
代
か

(
20
)

ら
見
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
秀
女
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り

「秀
女
」
は
清
代
で
は
と
も
か
く
、
明
代
で
は

あ
ま
り
使
わ
れ
た
用
語
で
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
後
宮
女
性
を
選
抜
す
る
制
度
は
、

一
般
的
に

「
秀
女
制
度
」
と
趙
翼

に
な
ら

っ
て
言

い
慣
わ
さ
れ
て
い
る
か
、
実
際
は
そ
う
で
な
か

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、

明
代
の
後
宮
女
性
を
指
す
言
葉
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
『明
実
録
』
だ
け
を
見

て
も
、
「宮
女
」
「民

間
女
子
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
あ

っ
て
、

一
定
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た

い
が
、
特
徴
的
な
言
葉
と
し
て

「淑
女
」
が
あ
る
。

こ
の
言
葉
は
嘉
靖
年
間
以
降
、
特
に
多
く
み
ら
れ
る
表
現
で
あ
り
、
だ
い
た

い
千
人
単
位
で
集
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

「淑
女
」
は

明
代

の
初
期
こ
そ
北
京

・
南
京
の
両
京
が
重
ん
じ
ら
れ
た
た
め
江
南
出
身

の
女
性
も
多
く

い
た
が
、
次
第

に
北
京
周
辺

で
集
め
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
て

い
く
。
実
際
に
、
嘉
靖
時
代
以
降
に
な
る
と

『明
史
』
后
妃
伝
を
見
て
も
北
京
周
辺
出
身
者
が
増
え
て
い
る
。
そ

の
理
由
に
つ
い

(21
)

て

『廿
二
史
筍
記
』
で
は
、
民
間
が
乱
れ
る
事
を
怖
れ
て
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
嘉
靖
帝
の
祖
母
で
、
成
化
帝
貴
妃
で
あ

っ
た
郡
氏

が
江
南

の
女
子
を
入
宮
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
言

っ
た
こ
と
を
、
当
時
の
人
が

「良
言
」
と
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
江
南
で
の
後
宮

へ
の

(22
)

入
宮
に
対
す
る
騒
動
が
、
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
激
し
い
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

嘉
靖
年
間
で

「淑
女
」
は
、
後
宮
女
性
を
指
す
言
葉
と
し
て
ほ
ぼ
固
定
さ
れ
た
が
、
明
代
初
期
で
は

「女
子
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し

「女
子
」
に

つ
い
て
は
ま

っ
た
く
同
じ
日
に
、
ま

っ
た
く
違
う
条
件
を
提
示
し
て
求
め
て
い
る
例
が
あ
る
。
『明

太
宗
実
録
』
洪
武
三
十
五
年
八
月
甲
寅
に
、

上

(永
楽
帝
)
が
礼
部

の
臣
に
言
わ
れ
る
に
、
今
諸
王
な
ら
び
に
世
子

・
郡
王
の
多
く
は
未
婚
で
あ
る
。
河
南

・
山
東

・
山
西

・
北
平
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の
諸
司
に
命
を
下
し
て
官
員
軍
民
及
び
前
朝

の
故
官

の
礼
法
の
家
を
訪
求
し
、
結
婚
適
齢
期

の
女
子
で
、
容
貌
は
美
し
く
、
行

い
が
慎

み
深

い
者
で
あ
れ
ば
、
官
が
舟
車
を
支
給
し
、
父
母
に
京
師
に
送
ら
せ
選
澤
に
備
え
さ
せ
よ
。

民
間

の
識
字
婦
女
を
求
め
て
内
職
に
充
て
る
。
上
が
礼
部

の
臣
に
言
わ
れ
る
に
、
國
家
を
考
え

る
に
古
く
は
六
尚

の
官
を
置
き
、
内
事

を
治

め
て
い
た
。
旧
制
で
は
民
間
の
識
字
婦
女
を
選
ん
で
そ
れ
に
充
て
て
い
た
。
今
、
六
尚
に
人
が

い
な
い
。
礼
部
は
内
外
に
榜
示
し

て
、

軍
民
の
家
で
、
字
が
読
め
る
婦
人
で
三
十
歳
か
ら
四
十
歳
、
女
子
で
十
七
歳
以
上
、
容
貌
に
か
か
わ
ら
ず
、

選
に
赴
く
こ
と
を
願

う
者

が
あ
れ
ば
、
官
で
驛
舟
を
支
給
し
、
そ
の
父
母
に
京
師
に
送
ら
せ
よ
、
審
査
し
て
職
を
授
け
、
そ
れ
に
見
合

っ
た
俸
給
を
親
に
与

え
、
そ
の
上
で
そ
の
家
に
返
す
。
婦
人
で
五
十
歳
に
至

っ
て
郷
里
に
帰
る
こ
と
を
願
う
者
、
女
子
で
十
年
以
上

つ
と
め
て
、
家
に
帰
る

(
23
)

こ
と

及
び
嫁
ぐ
こ
と
を
願
う
者
は
、
と
も
に
許
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
同
じ

「女
子
」
で
も
後
宮
内

の
役
割
が
異
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
の

「女
子
」
は
、
河
南

・
山
東

・
山
西

・

北
平
と
華

北
に
出
身
地
を
限
定
し
た
上
で
、
「容
貌
は
美
し
く

(容
貌
端
厚
)」
「行

い
が
慎
み
深
い

(徳
行
脩
謹
)
」
こ
と
、
つ
ま
り
器
量
や

性
格
の
良

さ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
方

の

「字
が
読
め
る
婦
女

(識
字
婦
女
)
」
は
、
「容
貌
に
か
か
わ
ら
ず

(不
拘
容
貌
)
」
と

断
り
が
あ

る
よ
う
に
、
容
姿
で
は
な
く
む
し
ろ
技
能
面
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
女
子
の
十
七
歳
以
上
と
、
婦
人

の
三
十
歳

か
ら
四
十
歳
も
同
時
に
募
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
採
用
さ
れ
る
と
そ
の
家
に
対
し
て
金
が
支
払
わ
れ
、
径
役
な
ど
の
免
除
が
明
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
女
子
ば
か
り
か
婦
人
ま

で
募
集
し
、
し
か
も
そ
れ
に
条
件
が

つ
い
て
い
る
と

い
う
例
は
、

明
代

の
早

い
時
期
か
ら
み
ら
れ
る
。
『明
太
祖
実
録
』
洪
武
五
年
六
月
癸
未
の
条
で
は
、
「書

に
通
暁
し
て
い
る

(通
暁
書
)」
が
条
件
に
示

(
24
)

さ
れ
て
い
る
反
面
、
こ
の
条
件
に
合
致
し
て
も
二
十
歳
未
満
の
者
に
は
金
を
与
え

て
家
に
帰
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
例
に
よ
る

限
り
、
求

め
ら
れ
て
い
る
女
性
は
二
十
歳
以
上

の
者
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
明
ら
か
に

「淑
女
」
と
は
異
な
る
性
質

の
後
宮
女
性
は
、

少
な
く
と
も
明
代
中
期
以
降
で
は

「宮
女
」
と

い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が

一
般
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
同
じ
後
宮
女
性
と
い
っ
て
も

「淑
女
」
と

「宮
女
」

で
は
選
抜
条
件
、

つ
ま
り
募
集
目
的
が
異
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
が
、

『万
暦
野
獲
編
』
補
遺
巻

一
、
宮
閲
、
選
江
南
女
子
の
記
述
で
あ
ろ
う
。

民
間

の
女
子
の
十
三
歳
以
上
十
九
歳
以
下
、
婦
人
の
三
十
歳
以
上
四
十
歳
以
下
の
夫
が
な
い
者
で
、
宮
中
で
仕
え
た

い
者
は
路
銀
を
与

(
25
)

え

て
京
師
に
赴
か
せ
た
。
思
う
に
、
女
子
と
は
六
宮
に
備
え
、
婦
人
と
は
六
尚
に
あ
て
る
も
の
で
あ
る
。

「六
宮

」
と
は
、
『礼
記
』
で
は
天
子
が
設
置
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
天
子
を
中
心
と
す
る
男
性
の
官
爵
制
度
と
対
応

さ
せ
て
、
三
夫
人

・

(
26
)

九
嬢

・
二
十
七
世
婦

・
八
十

一
御
妻
な
ど
、
六
宮
内

の
女
性

の
人
数
や
地
位
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
天
子
に
仕
え
る
女
性
、
特
に
后

妃
を
さ
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方

の

「六
尚
」
は
、
唐
代
に
設
置
さ
れ
た
女
官
制
度
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
原
型
は
階
代

に
あ
る
が
、

唐
代
に
お

い
て
整
備
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
政
治

(男
性
)

の
機
構
と
し
て
整
備
さ
れ
た
六
部
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
作
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
後
宮
内
に
は

「
六
宮
」
と

「
六
尚
」
の
二
つ
の
異
な

っ
た
機
能
が
存
在
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
女
子

・
未
婚
者

は
六
宮
に
、
婦
人
は
六
尚
に
あ

て
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
目
的
が
皇
帝
と

の
婚
姻

(后
妃
)
と
後
宮

で
の
使

役

(女
官
)
に
分
か

れ
て
い
た
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と

「淑
女
」
は
后
妃
を
、
「宮
女
」
は
女
官
を
指
す
言
葉
で
あ
る
と
、
定
義
づ
け
る
こ
と
が

で
き
、

一
言
で

「秀
女
制
度
」
と
い
わ
れ
て
き
た
も

の
が
、
実
際
は

「淑
女

(后
妃
)
選
び
」
と

「宮
女

(女
官
)
選
び
」
に
二
分
さ
れ
て

い
た
と
理
解

で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
後
宮
女
性
と

一
言
で
い
っ
て
も
、
后
妃
と
女
官
と
二
種
類

の
存
在
が
あ
り
、
選
抜
目
的
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
こ
の
両
者
は
明
確
に
区
別
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。

第

一
一章

宮
女
選
び
と
女
官
制
度

第

一
節

宮
女
選
び

女
官
選
抜
制
度

後
宮
女
性
は
大
き
く
女
官
と
后
妃
に
分
け
る
事
が
で
き
る
が
、
求
め
ら
れ
て
い
る
目
的
や
役
割
が
ど
う
で
あ
れ
、
後
宮
に
入

っ
て
皇
帝
に
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仕
え
る
と

い
う
点

で
は
共
通
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
広

い
意
味

で
後
宮
女
性
は
全
員
を
女
官
と
言

い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
か
ら
、
は
じ
め
に
女
官
に

つ
い
て
細
か
く
分
析
を
加
え
、
狭
義
で
の
女
官
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず

「宮
女
」
、

つ
ま
り
女
官
と
し
て
選
ば
れ
る
女
性
た
ち
は
、
ど

の
よ
う
な
人
で
あ

っ
た
の
か
。

明
代
初
期
は

「宮
女
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
選
抜
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
、
先
述
し
た

『明
太
祖
実
録
』

洪
武
五
年

六
月
癸
未

の
条
が
初
出
で
あ
る
。

奉
御

の
張
和

・
蔡
旺
ら
を
遣
わ
し
、
蘇
州

・
杭
州
で
民
間

の
婦
女
で
書
に
通
暁
し
、
後
宮
に
入
る
こ
と
願
う
者
を
選
び
、
四
十
四
人
を

得
て
そ
の
中
で
任
に
堪
え
る
者
十
四
人
は
、
す
で
に
職
を
授
け
て
、
各

々
に
白
金
三
十
七
両
を
与
え
そ

の
家
を
救
済
し
た
。
ま
た
、
二

十
歳

に
満
た
な
い
三
十
人
に
は
、
白
金

二
十
両
を
与
え
て
家
に
帰
し
、
嫁
ぐ
こ
と
を
許
し
た
。
す
で
に
職
を
授
け

ら
れ
た
者
の
家
は
、

(27
)

役
人
に
命
じ
て
そ
の
催
役
を
免
除
さ
せ
た
。

こ
こ
で
は
、
選
ば
れ
る
条
件
は

「書
に
通
暁
し
て
い
る

(通
暁
書
)
」
こ
と
で
あ
る
が
、
特
徴
と
し
て
は
条
件
に
合

致
し
て
も
、
二
十
歳

未
満
の
者

は
家
に
帰
ら
せ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
募
集
地
域
を
江
南
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
、
選
ば
れ
た
女
性
の
家
に
は
金
銭
が
与
え
ら
れ
て

い
る
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
特
徴
や
条
件
は
次
第
に
変
化
し
て
い
き
、
洪
武
十
四
年
春
正
月
庚
子
の
条
に
な
る
と
、
さ
ら
に
細
か
い
規
定
が
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。蘇

州

・
松
江

・
嘉
興

・
湖
州
、
及
漸
江

・
江
西
の
役
人
に
敷
諭
す
る
。
民
間
の
女
子
の
十
三
歳
か
ら
十
九
歳
、
婦
人

の
三
十
歳
か
ら
四

十
歳

ま
で
の
夫

の
な
い
者
で
、
容
貌

の
好
醜
を
問
わ
ず
、
健
康
な
者
で
、
後
宮
で
働
き
た
い
と
願
う
者
は
、
女
子

に
六
十
錠
、
婦
人
に

(28

)

五
十
錠
を
与
え
て
路
銀
と
し
、
京
師
に
赴
か
せ
よ
。

洪
武
五
年
と
比
べ
て
み
る
と
、
江
南
地
方
で
も
選
抜
す
る
地
域
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
選
ば
れ
た
女
性
に
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
は
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変
わ
ら
な

い
が
、
そ
れ
は
京
師
ま
で
の
路
銀
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
洪
武
五
年
で
は

採
用
さ
れ
な
か

っ
た
は
ず

の
二
十
歳
以
下
の
女
子
、
そ
れ
も
十
三
歳
か
ら
十
九
歳
と
の
年
齢
範
囲
を
限
定
し
て
、
三
十
歳
以
上

の
婦
人
と
と

も
に
採
用

さ
れ
て
い
る
と
い
う
採
用
年
齢
の
変
化
と
、
容
貌
よ
り
も
健
康
面
の
重
視
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
の
二
点
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
点
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
ま
ず
年
齢
面
で
は
、
特
に
婦
人
は
洪
武
五
年
で
は
二
十
歳
以
上
で
あ

っ
た
も
の
が
、
洪
武
十

四
年
で
は
三
十
歳
の
、
そ
れ
も

「夫

の
な
い
者

(無
夫
者
)
」
に
な

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『明
実
録
』
以
外
の
史
料

の
記
述
で
も
、
「宮
女
」

(
29
)

に
は
健
康
面
、
さ
ら
に
は
読
み
書
き
、
計
算
な
ど

の
教
養
が
必
ず
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
条
件
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

「容
貌
の
好

醜
を
問
わ
ず

(不
問
容
貌
妊
醜
)
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
「宮
女
」
は
外
見
よ
り
も
身
体
面

・
能

力
面
を
重
視
さ
れ
る

存
在

で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
加
え
て
、
江
南
地
方
に
限
定
し
て
選
ば
れ
た
と

い
う
点
に
つ
い
て

『万
暦
野
獲
編
』
補

遺
巻

一
、
官
闊
、
選

江
南
女
子

に
は
、
「華
北
出
身
者
は
文
理
に
明
る
く
な

い
た
め
、
江
南
出
身
者
を
選
ん
だ
が
、

一
人
と
し
て
美
麗
な
者

は
い
な
か

っ
た
」
と

特
筆
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
容
貌
は
ま

っ
た
く
問
題
に
さ
れ
な

い
こ
と
、
教
養

の
高
さ
か
ら
江
南
出
身
者
が
女
官

に
は
多
か

っ
た
こ
と

(
30
)

が
窺
え
る

の
で
あ
る
。

「宮
女
」
選
抜

の
規
定
を
総
括
す
る
と
、
未
婚
女
性
で
は
十
五
歳
前
後
以
上
、
ま
た
は
婦
人
で
四
十
歳
以
下
。
就
労

期
間
は
最
大
で
も
十

(31
)

(
32
)

年
。
そ
れ
以
降
は
実
家
に
帰

っ
て
結
婚
す
る
こ
と
も
、
ま
た
残
留
す
る
事
も
許
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
女
官
に
な

っ
た
女

性
の
家
に
は
、
金
銭

が
与
え
ら

れ
る
他
に
径
役
免
除
の
特
権
も
付
与
さ
れ
、
そ
れ
は
女
官
を
や
め
て
結
婚
し
て
も
そ
の
ま
ま
続
行
さ
れ
た
。

『明
英
宗
実
録
』
正

統
八
年
六
月
の
条
に
は
、
元
女
官
の
孫
が
免
税
の
途
絶
え
を
訴
え
た
と
こ
ろ
、
そ
の
要
求
が
認
め
ら
れ
免
税
が
続
行
さ
れ
た
事
例
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
以
降
、
同
じ
よ
う
な
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
明
中
期
こ
ろ
ま
で
は
、
こ
う
し
た
制
度
が
機
能
し
て

(
33
)

い
た
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

当
時
読
み
書
き
が
で
き
る
女
性
が
ど
の
く
ら
い
い
た
の
か
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
示
す
史
料
は
な

い
。
た
だ
、
読
み
書
き
が
で
き
る
と
い
う
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条
件
か
ら
、
あ
る

一
定
の
地
位
や
知
識
人
階
層
出
身
者
に
ど
う
し
て
も
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
弘
治
帝
生
母
紀
氏

は
中
国
西
南
地
方
の
土
官
の
娘
で
、
女
官

の

一
種
で
後
宮
の
書
記
官

で
あ
る
女
史
と

い
う
地
位
に
つ
い
て
い
た
例
も
あ
り
、
こ
こ
ま
で
見
て

(
34
)

き
た
条
件

を
満
た
し
て
さ
え

い
れ
ば
、
出
自
は
問
わ
れ
ず

「宮
女
」
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
え
よ
う
。

先
述
の
通
り

「宮
女
」
選
び

の
記
述
で
は
、
「容
貌
妖
醜
を
問
わ
ず

(不
問
容
貌
妊
醜
)」
や
そ
れ
に
類
す
る
言
葉
が
た
び
た
び
使
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
も
う

一
つ
の
後
宮
女
性
選
び
が
容
貌
を
最
重
要
視
す
る
こ
と
を
示
し
、
「宮
女
」
と

「淑
女
」
と
の
違

い
を
明
確
に
す
る

も

の
で
あ

る
と
同
時
に
、
女
官
を
選
ぶ
基
準
が
容
姿

で
は
な
く
、
読
み
書
き
な
ど
の
実
務
能
力
を
重
視
し
て
い
る
こ
と

を
強
調
す
る
も
の
と

も

い
え
よ
う
。
で
は
、
能
力
重
視
で
集
め
ら
れ
た

「宮
女
」
が
後
宮
で
果
た
し
た
役
割
や
、
扱
い
は
ど

の
よ
う
な
も

の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第

二
節

職
掌
と
設
置
目
的

「宮
女
」

の
選
抜
が
洪
武
五
年
に
始
ま

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
洪
武
帝
は
か
な
り
早

い
段
階
か
ら
女
官
制
度

の
確
立
に
着

(
35
)

手
し
て
お
り
、
史
料
と
し
て
は

『明
太
祖
実
録
』
呉
元
年
十
二
月
丁
未

の
記
述
が
初
出
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
洪
武
帝
が
皇
帝
と
し
て
即
位

す
る
以
前
か
ら
制
度
を
作

っ
て
い
た
こ
と
は
、
洪
武
帝
の
力

の
入
れ
よ
う
を
示
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
が
、
こ
の
段
階

で
は
設
置

の
指
示

の

み
で
あ
り
、
明
確
な
仕
事
内
容
や
機
構
、
人
数
な
ど
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
際
の
内
容
や
実
態
は
定
か
で
は
な

い
。
具
体
的
な
機
能
を
備

(
36
)

え
る
よ
う

に
な
る
の
は
洪
武
五
年
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

『明
史
』
后
妃
伝
で
は
簡
略
に
、

六
局

一
司
を
定
め
る
。
局
は
尚
宮

・
尚
儀

・
尚
服

・
尚
食

・
尚
寝

・
尚
功
、
司
は
宮
正
と

い
い
、
秩
禄
は
皆
正
六
品
で
あ
る
。
局
ご
と

(
37
)

に
四
司
を
統
括
し
、
局
の
下
に
二
十
四
司
が
属
し
、
尚
宮
局
が
六
局
を
総
轄
し
て
い
た
。
責
罰
に
つ
い
て
は
宮
正
司
が

つ
か
さ
ど

っ
た
。

と
し
て
い
る
。
よ
り
詳
し
く
み
る
と
、
尚
宮
局
は
六
尚
を
総
括
し
て
文
書

の
出
納
を
管
理
し
、
尚
儀
局
は
儀
礼
、
尚
服

局
は
宮
内

の
服
飾
、

尚
食
局
は
内
膳
、
尚
寝
局
は
燕
寝
、
尚
功
局
は
女
工
を
監
督
し
、
宮
正
司
は
責
爵
を
担
当
し
た
。
そ
の
他
各
局
と
そ
の
下
の
四
司
で
の
具
体

(38

)

的
な
仕
事

と
人
数
、
品
秩
、
及
び
書
記
官

で
あ
る

「女
史
」

の
人
数
が
規
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
洪
武
年
間
に
さ
ら
に
二
回
に
わ
た

っ
て
女
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官
制
度
は
手
が
加
え
ら
れ
、
人
員

・
品
秩
な
ど
が
増
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

洪
武
五
年
に
続

い
て
洪
武
十
七
年
に
は
、
各
局
の
長
は

一
人
と
さ
れ
、
品
秩
も
正
五
品
に
昇
格
し
、
各
局
の
下
に
あ

る
四
司
も
正
六
品
と

(
39
)

規
定
さ
れ
た
他
、
四
司
の
下
に
四
掌

(合
計
二
十
四
掌
)
が
設
置
さ
れ
た
。

洪
武
二
十
八
年
に
は
、
洪
武
十
七
年
に
定
め
ら
れ
た
品
秩
が
さ
ら
に
改
め
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
各
局
の
司
と
掌

の
間
に
四
典

(合
計
二

十
四
典
)

が
増
設
さ
れ
、
設
置
人
数

の
増
員
が
行
わ
れ
た
。
特
に
尚
儀
局
に
は
四
司

・
四
典

・
四
掌
、
そ
し
て
そ
れ
に
書
記
官

の
女
史
が
数

(40
)

名

い
る
他

に
、
后
妃
が
皇
帝
か
ら
寵
愛
を
う
け
た
日
付
を
記
録
す
る
た
め
に
、
正
六
品
の
形
史

二
人
が
新
た
に
設
け
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
呉
元
年
に
制
定
さ
れ
た
女
官
の
機
構
は
、
洪
武
五
年
に
沿
革
が
作
ら
れ
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
洪
武
十
七
年
、
洪
武
二
十

八
年

の
改
定
を
経
て
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
制
度
の
充
実
と
と
も
に
、
女
官
の
総
数
も
洪
武
五
年
で
は
九
十
三
人

(官
が
七
十
五
人
、

女
史
が
十

八
人
)
で
あ

っ
た
も
の
が
、
最
終
的
に
二
百
八
十
三
人

(官
が
百
八
十
七
人
、
女
史
が
九
十
六
人
)
と
大
規
模
な
も

の
に
な

っ
て

い
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
女
官
た
ち

の
た
め
に
後
宮
内
に
教
育
機
関
も
あ
り
、
そ
こ
の
成
績
次
第
で
書
記
官
で
あ
る
女
史
や
、
儀
礼
を
先

(41
)

導
す
る
女
秀
才
と

い
っ
た
地
位

へ
昇
進
も

で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

さ
て
、

こ
の
よ
う

に
女
官
制
度
の
改
定
を
何
度
も
繰
り
返
し
た
洪
武
帝
で
あ
る
が
、
洪
武
五
年
に
女
官
制
度
を
制
定
す
る
際
、
洪
武
帝
は

具
体
的
な
人
数
や
内
容
に
関
し
て
漢

・
唐

の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
洪
武
帝
は
、
両
王
朝
の
制
度
で
は
人
数
が
多
す
ぎ
る
こ
と
を
指
摘

(
42
)

し
た
上
で
、
「女
寵
を
防
ぎ
、
法
を
将
来
に
垂
れ
る
」
た
め
に
改
良
を
命
じ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
女
官

の
人
数
は
唐
代

に
比
べ
て
減

っ
て
お

(
43
)

り
、
そ
の
こ
と
は

『明
史
』
后
妃
伝
の
序
文
に
特
筆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
洪
武
帝
が
唐
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
実
際
に

「六
局

一
司
」
と
い
う
機
構
自
体
は
明
代
独
自
の
も

の
で
あ
る
が
、
六
局
に

つ
い
て
は
唐
代
に
み
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

唐
代
で
は
朝
廷
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
六
部
二
十
四
司
に
照
ら
し
、
後
宮
に
お
い
て
も
尚
宮

・
尚
儀

・
尚
服

・
尚
食

・
尚
寝

・
尚
功
を
六

尚
と
し
、
そ
の
下
に
各
四
司

(合
計
二
十
四
司
)
を
設
置
し
て
お
り
、
洪
武
帝
が
女
官
制
度
の
基
礎
を
唐
の
制
度
に
求

め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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し
か
し
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
基
本
的
な
構
造

の
み
で
あ
り
、
洪
武
帝
自
ら
が
積
極
的
に
何
度
も
修
正
を
加
え
た
こ
と
で
、
よ
り
効
率
的
な
女

官
制
度
を
確
立
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

で
は
、

な
ぜ
洪
武
帝
は
こ
の
よ
う

に
女
官
制
度
の
確
立
に
力
を

い
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
洪
武
帝
が
女
官
制
度

の
整
備
に
最
初
に
着
手
し

た
の
が
、
明
朝
樹
立
以
前
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
女
官
制
度
の
充
実
が
急
務

で
あ
り
、
唐
の
制
度
を
手
本
に
し
て
ま
ず
形
だ

け
で
も
作
り
上
げ
た
上
で
、
改
良
を
加
え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
朝
は
誕
生
し
て
い
な
い
と
は
い
え
、
呉
王
と
し
て
自
立
し
た
洪
武

帝
は
国
家
と
し
て
の
体
制
を
作
り
上
げ
て
い
く
過
程
の
な
か
で
、
や
は
り
自
ら
の
後
宮
も
組
織
し
て
い
く
必
要
性
が
出

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

后
妃
た
ち

に
関
す
る
記
述

で
あ
る

『明
史
』
后
妃
伝
の
序
文
に
、
「明
太
祖
は
昔

の
女
禍
に
鑑
み
て
、
綱
紀
を
作
り
、

ま
ず
内
教
を
厳
し
く

(
必
)

し
た
」
と

あ
る
よ
う
に
、
洪
武
帝
は
后
妃
が
政
治
に
介
入
す
る
こ
と
を
強
く
警
戒
し
て
い
た
。
実
際
、
元
末
は
后
妃
が
大
臣
や
僧
侶
と
接
触

(
54
)

を
も

つ
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
亡
国
の
原
因
の

一
つ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
明
皇
室

の
家
訓
と
も

い
う
べ
き

『皇
明
祖
訓
』
は
、

(
46

)

后
妃
が
政
治
に
干
渉
す
る
こ
と
を
厳
し
く
禁
じ
て
い
る
。
女
官
を
設
置
し
、
後
宮
内
の
文
書
や
金
銭
の
扱
い
を

一
手
に
担
わ
せ
る
と

い
う

こ

と
は
、
后
妃

の
外
臣
と
の
接
触
や
、
政
治
介
入
を
防
ぎ
、
後
宮
内
を
管
理
す
る
目
的
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

あ
え
て
繰
り
返
せ
ば
、
后
妃
と
女
官
と
は
別

の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
女
官
は
後
宮
で
皇
帝
の
子
孫

繁
栄
の
た
め
に
奉
仕

す
る
存
在

の
中
に
い
な
が
ら
、
基
本
的
に
は
婚
姻

の
対
象
と
は
な
ら
な

い
。
基
本
的
に
と

い
う

の
は
、
女
官

で
あ
り
な
が
ら
皇
子
を
生
ん
だ

(
47
)

こ
と
に
よ

っ
て
妃
の
位
を
得
た
例
も
あ
り
、
皆
無
と
は

い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
例
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え

て
も
、
や
は
り
女
官
と
后
妃
は
基
本
的
に
違
う
存
在
、
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
え
よ
う
。
で
は
、
后
妃
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在

で
あ

っ
た

の
か
。
次
章
で
は
后
妃
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

39
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第
三
章

后
妃
と
宮
人

第

一
節

淑
女
選
び
と
そ
の
扱

い

后
妃
選
抜
制
度

「宮
女
」
を
求
め
る
際
に
た
び
た
び
登
場
す
る

「容
貌
の
好
醜
を
問
わ
ず

(不
問
容
貌
妊
醜
)」

の
文
言
は
、
女
官

は
容
貌
よ
り
も
能
力

を
重
視
す

る
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
「宮
女
」

で
は
な
い
後
宮
女
性
で
あ
る

「
淑
女
」
を
選
ぶ
基
準
は
、
何
よ
り
も
容
貌
が
重
視
さ
れ
た

こ
と
を
、
如
実
に
物
語

っ
て
い
る
。

洪
武
年
間
初
頭
は

「良
家
」

の
み
で
あ

っ
た

「淑
女
」
の
条
件
が
、
初
め
て
具
体
的
に
示
さ
れ
る
の
は
洪
武
二
十
七
年
正
月
丙
寅
の
条
の

(
48
)

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
前
述
の
通
り
、
華
北
に
出
身
を
特
定
し
て
い
る
他
、
年
齢
は
十
四
歳
か
ら
十
七
歳
、
容
貌
が
良
く
健
康
で
、
礼
儀

も
き
ち
ん
と
し
て
い
る
者
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
後
に
は
出
身
地
は
言
及
さ
れ
ず
、
年
齢
も
成
化
帝
貴
妃
萬
氏
が
四
歳
で
入
宮
し
て
い

(
94
)

る
な
ど
、
十
歳
以
下
の
例
も
な
い
わ
け
で
は
な

い
が
、
通
常
は
だ
い
た

い
幼
く
て
も
十
三
歳
、
最
高
で
も
十
七
歳
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
お
よ

そ
十
五
歳

前
後
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

(50
)

そ
し
て
後
宮
内
に
入

っ
て
し
ま
う
と
、
万
暦
帝
生
母
李
氏

の

「母
は
子
に
よ

っ
て
貴

い
、
ど
う
し
て
母
親

の
身
分
に
差
が
生
じ
よ
う
か
」

と

い
う
言
葉
が
表
す
よ
う
に
、
皇
子
を
産
む
こ
と
に
よ

っ
て
身
分
が
決
ま
る
こ
と
が
原
則
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
、
永
楽
帝
賢
妃
の
権
氏
は
朝

鮮
か
ら
献

上
さ
れ
た
女
性
で
あ

っ
た
し
、
成
化
帝
貴
妃
で
嘉
靖
帝

の
祖
母
に
あ
た
る
部
氏
は
、
貧
し
さ
の
た
め
に
宙
官

に
売
ら
れ
た
こ
と
か

(
51
)

ら
入
宮
に

い
た

っ
て
い
る
よ
う
に
、
「淑
女
」

の
入
宮
前

の
出
自
は
、
ま

っ
た
く
問
題
に
な
ら
な
か

っ
た
。

こ
う
し
た

「淑
女
」
の
多
く
は
宙
官
を
派
遣
し
て
集
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
噂
だ
け
で
混
乱
が
お
き
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、

民
衆
か
ら
は
ひ
ど
く
嫌
わ
れ
て
い
た
。
宣
教
師
セ
メ
ー
ド
の
報
告
に
よ
る
と
、
后
妃
候
補
者
は
各
地
か
ら
京
師
に
集
め
ら
れ
た
後
、
身
体
検

査
を
さ
れ
、
検
査
を
す
る
担
当
者
の
気
に
入
ら
な

い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
落
第
と
な
り
、
名
誉
を
重
ん
じ
る
人
は
誰
も
そ

ん
な
こ
と
を
し
な

い



明代後宮 と后妃 ・女官制度41

(
52

)

と
あ
る
。

し
か
し
、
と
に
か
く
多
く
の
女
性
が
集
め
ら
れ
た
こ
と
だ
け
は
た
し
か
な
こ
と

で
、
清
の
康
煕
帝
の
言
葉
に

「
明
末
に
は
宮
女
が

(
53
)

九
千
人
、
宙
官
が
十
万
人
お
り
、
飲
食
物
が
行
き
渡
ら
ず
、
日
々
餓
死
す
る
者
が

い
た
」
と

い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
こ

で
は
清
代
と
い
う
こ

と
も
あ
り

、
「宮
女
」
は
後
宮
女
性

一
般
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
あ

な
が
ち
誇
張
と
は
い

え
な

い
状

況
で
あ

っ
た
。

こ
う
し

て
集
め
ら
れ
、
選
ば
れ
た
多
く

の

「淑
女
」
た
ち
に
も
、
皇
后
を
頂
点
と
し
た
内
廷
で
の
厳
し
い
序
列
が
存
在
し
た
。

『明
史
』

(
54

)

后
妃
伝
の
序
文
に
は
、
「妃
の
位
号
は
賢

・
淑

・
荘

・
敬

・
恵

・
順

・
康

・
寧
と
す
る
。
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
決
し
て
済
ま
ず
、
こ

れ
以
上
の
多
く

の
妃
と
、
そ
れ
以
外

の
女
性
た
ち
が
後
宮
に
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

(
55
)

た
と
え
ば
永
楽
年
間
ま
で
は
設
置
さ
れ
、
そ
の
後
は
史
料
上
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
昭
容

・
昭
儀

・
捷
好

・
美
人

の
他
、
宣
徳
年
間
に

(56
)

は
皇
后
以
下
で
は
最
高
位
で
あ
る
貴
妃

の
上
に
、
皇
貴
妃
が
設
け
ら
れ
、
嘉
靖
九
年
に
は
妃
の
下
に
新
た
に
九
嬢
が
設

置
さ
れ
る
な
ど
、
妃

嬢
の
号
も
増
減
が
あ

っ
た
。

九
嬢
を
例
に
と
れ
ば
、
嘉
靖
九
年
十
月
、
当
時
ま
だ
皇
子
が
い
な
か

っ
た
嘉
靖
帝
に
、
大
学
士

の
張
聰
が
後
継
者
を
得
る
た
め
に
設
置
す

(
57
)

る
よ
う
に
上
奏
し
た
こ
と
に
よ
る
。
京
師
付
近
か
ら
多
く
の
女
性
が
集
め
ら
れ
て
三
十
人
が
選
抜
さ
れ
、
さ
ら
に
そ

の
中
か
ら
嘉
靖
帝
生
母

(
58
)

蒋
氏

(章
聖
皇
太
后
)
に
よ

っ
て
九
人
が
選
ば
れ
、
嘉
靖
十
年
三
月
に
正
式
に
嬢
の
位
に
冊
封
さ
れ
た
。
「九
嬢
」
と
は
后
妃
の
階
級
が
完

成
し
た
唐

代
で
は
、
妃
の
下
の
位
で
あ
り
、
昭
儀

・
昭
容

・
昭
媛

・
修
儀

・
修
容

・
修
媛

・
充
儀

・
充
容

・
充
媛
の
総
称

で
あ
る
。
し
か
し
、

今
回
新
た
に
置
か
れ
た
九
嬢
は
妃
の
下
の
身
分
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
だ
が
、
唐
代
と
は
名
称
を
異
に
し
、
選
ば
れ
た
九
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
徳

嬢

・
荘
嬢

・
寧
嬢

・
麗
嬢

・
恵
墳

・
安
嬢

・
和
嬢

・
僖
墳

・
康
嫁
に
冊
封
さ
れ
た
。
こ
の
中
に
は
、
当
時
の
皇
后
張
氏

が
廃
さ
れ
た
後
に
皇

(59
)

后
に
な
る
方
氏
や
、
隆
慶
帝
生
母
杜
氏
も
含
ま
れ
て
お
り
、
彼
女
た
ち
の
中
で
杜
氏
等
数
人
が
子
女
を
生
み
、
妃
に
格
上
げ
さ
れ
た
。
し
か

(
60
)

し
九
娯
は
そ
の
後
も
補
充
さ
れ
、
後
宮
女
性

の
数
を
ひ
た
す
ら
増
や
し
続
け
た
。
そ
の
た
め
、
冊
封
し
き
れ
ず
捨
て
置

か
れ
た
、
未
封
妃
嫁
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が
出
て
く

る
有
様

で
あ

っ
た
。

こ
う
し

た
未
封
妃
嬢
は
嘉
靖
年
間
、
そ
れ
も
嘉
靖

二
十
九
年
以
降
に
の
み
に
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
『明
世
宗
実
録
』

で
名
前
が
拾
え

る
だ
け
で
も
、
未
封
妃
は
十
九
人
、
未
封
嬢
は
十
七
人
に
も
な
り
、
彼
女
ら
は
死
後
、
追
贈
す
る
形
で
な
ん
ら
か
の
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い

(
61
)

る
。

『明

世
宗
実
録
』
に
よ
れ
ば
、
未
封
妃
嬢

の
例
の
初
出
は
嘉
靖

二
十
九
年
三
月
で
、
そ
れ
以
前
に
見
ら
れ
な

い
。

そ
れ
は
こ
の
年
に
未

(62
)

封
妃
嬢

の
葬
送
儀
礼
が
作
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
未
封
妃
嬢
三
十
六
名
は
、
死
後
に
地
位
を
追
贈
さ
れ
た
た
め
名
前
が
残
さ
れ
た

の

で
あ

っ
て
、
嘉
靖
二
十
九
年
以
前
に
追
贈
も
さ
れ
な
か

っ
た
無
名

の
妃
嬢
が
、
数
多
く

い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違

い
な

い
。

ま
た
、
そ

の
他
明
末
に
は
妃
嬢
と
と
も
に

「選
侍
」
「
淑
女
」
と

い
う
文
言
が
度

々
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
が
、
後
者
は
先
述
の
よ
う
に

妃
嬢
候
補
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
、
ま
た

「淑
女
」
と

い
う
地
位
に
冊
封
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
冊
封
さ
れ
た
様
子
が
な
い
と

い
う

点
で
は
、
「選
侍
」
も
同
様
で
あ
る
。
三
案
の

一
つ
で
、
泰
昌
帝
急
死
に
際
し
て
皇
太
子
を
盾
に
乾
清
宮
に
立
て
こ
も

っ
た
、

い
わ
ゆ
る

「移

宮
」
を
起

こ
し
た
西
李
は
、
「選
侍
」
で
あ
り
、
泰
昌
帝

の
寵
愛
が
あ

っ
た
の
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
后
妃
で
は
な
く
、
ま
た

「淑
女
」
と
も

い
わ
れ
て
い
な

い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
明
末
で
は
後
宮
内
に
い
て
も
品
秩
や
号
を
与
え
ら
れ
て

い
な

い
女
性
を

「淑

女
」
と
呼

び
、
同
じ
く
未
冊
封
で
あ

っ
て
も
、
皇
帝
の
寵
愛
が
あ
れ
ば

「選
侍
」
と

い
う
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

総
括
す
る
と
、
后
妃
制
度
は
当
初
は
皇
后

・
貴
妃

・
妃

・
昭
容

・
昭
儀

・
捷
好

・
美
人
と

い
う
形

で
あ

っ
た
が
、
昭
容
以
下
に
つ
い
て
は

永
楽
年
間
以
降
、
史
料
上
に
現
れ
な
く
な
る
。
し
か
し
そ
の
後
も
、
妃
の
上
に
皇
貴
妃
、
さ
ら
に
妃

の
下
に
九
嬢
が
設
置
さ
れ
、
最
終
的
な

形
と
し
て
は
皇
后

・
皇
貴
妃

・
貴
妃

・
妃

・
九
嬢

・
選
侍

・
淑
女
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
中
に
才
人
を
加
え
る
向
き
も

あ
る
が
、
才
人
は
皇

(63

)

太
子
の
妃
娯
の

一
つ
で
あ
り
、
皇
帝
の
后
妃
制
度
と
し
て
は
、
嘉
靖
九
年
に
九
嬢
が
設
置
さ
れ
て
完
成
し
た
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。

后
妃
の
設
置
目
的
は
後
宮
の
事
務
を
こ
な
す
女
官
と
異
な
り
、
皇
帝
の
子
孫
を
産
む
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
後
宮
に
入

っ
た
時
点
で
皇
帝

と
結
婚
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
、
あ
る

一
定

の
期
間
を
過
ぎ
れ
ば
実
家
に
帰
る
こ
と
も
、
結
婚
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て

い
た
女
官
と
違

い
、
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后
妃
は

一
生
後
宮
か
ら
出
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か

っ
た
。
極
端
な
話
と
し
て

『典
故
紀
聞
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

宮
妃
以
下
は
、
病
気
に
な

っ
た
と
し
て
も
医
者
を
宮
中
に
入
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
症
状
に
あ
わ
せ
て
薬
を
取
り
寄
せ
る
の
み
で

(64
)

あ

っ
た
。

こ
れ
ば

か
り
で
は
な
い
。
先
述
の
通
り
、
洪
武
帝
は
后
妃
が
宮
中
の
外
に
出
る
こ
と
や
、
手
紙
を
書
く
な
ど
の
外
部

と
の
接
触
を
厳
し
く

禁
止
す
る
措
置
を
と

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
洪
武
帝

の
厳
し

い
態
度
は
、
明
朝
初
期

の
統
制
的
な
体
制
を
端
的
に
示
す

も
の
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
れ
は
宮
廷
内

の
秘
密
保
持

の
目
的
も
あ

っ
て
、
后
妃
た
ち
に
過
酷
な
運
命
を
か
す

こ
と
に
な
る
。

ま
ず
后
妃
は
病
気
に
な

っ
て
も
、
医
者
に
診
せ
る
こ
と
は
か
な
わ
な

い
。
後
宮
で
年
老

い
た
者
や
罪
を
得
た
者
は

「
洗
衣
局
」
に
送
ら
れ
、

そ
こ
で
死
ぬ
の
を
待

つ
も
の
と
さ
れ
た
。
宮
中
の
事
情
を
外
部
に
漏
ら
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
方
法
が

「至
善
」
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
亡
く
な
る
と
、
北
安
門
裏
に
あ

っ
た

「安
楽
堂
」
に
送
ら
れ
て
棺
に
入
れ
ら
れ
て
火
葬
さ
れ
、
親
族
が

い
な
い
場
合

は

「浄
楽

堂
」
に
あ
る
東
西
二
つ
の
塔
の
下
に
あ
る
井
戸
に
骨
が
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
こ
う
し
た

一
連

の
動
き
は

「内
安
楽

堂
」
と
言

わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
宮
廷
内
の
情
報
を
も
ら
さ
な

い
た
め
に
、

一
度
入
る
と
二
度
と
出

ら
れ
な

い
原
則
の
も

(
65
)

と
、
死
後
処
理
す
る
施
設
も
備
え
ら
れ
て
い
た
と

い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
「
淑
女
」
選
び
に
よ

っ
て
選
ば
れ
た
皇
后
を
頂
点
と
す
る
后
妃
、
そ
し
て

「宮
女
」
選
び
に
よ

っ
て
選
ば
れ
た
後
宮

の
事

務

の

一
切
を
行
う
女
官
と
は
、
選
抜
条
件
か
ら
入
宮
後

の
制
度
、
そ
し
て
そ
の
後
の
扱

い
に
至
る
ま
で
、
厳
然
と
し
た
区
別
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
后
妃
と
女
官
と
は
、
同
じ
後
宮
内
に
い
る
女
性

で
は
あ
る
が
、
果
た
す
役
割
が
違
う
こ
と
か
ら
異
な

っ
た
制
度
に
よ

っ
て
統
制
さ

れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
疑
問
が
生
じ
る
。
女
官
は
明
ら
か
に
事
務
の
た
め
に
存
在
し
て
お
り
、
ま
た
人
数
も
三
百
人
程
度
と
少
数
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
歴
代
皇
帝
た
ち
は
在
位
中
に
何
度
も

「淑
女
」
選
び
を
行

っ
て
お
り
、
そ
の
つ
ど
百
人

・
千
人
の
女
性
が
集

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
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う
し
た
多
く

の
后
妃
た
ち
の
身
辺
に
仕
え
る
人
員
が

い
た
は
ず

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
女
官

が
務
め
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な

い
。
ま
た
、

た

っ
た
数

百
人
の
女
官

で
千
人
を
確
実
に
超
え
る
后
妃
た
ち
の
用
を
、
で
き
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。

つ
ま
り
、
後
宮
内
に
は
后
妃
で
も

女
官
で
も

な
い
、
別
の
カ
テ
ゴ
リ
に
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
女
性
が
い
た
と
解
釈
す
る
他
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
根
拠
と
し
て
、
万
暦
年
間
に
お
い
て
、
後
の
泰
昌
帝

の
立
太
子
を
万
暦
帝
が
渋

っ
た
理
由
を
述
べ
た
言
葉
と
し
て
、
「彼

(泰

(
66
)

昌
帝
)
は
都
人

の
子
で
あ
る
」
と

い
う
も
の
が
あ
り
、
「都
人
」
と
は
当
時

「宮
人
」
を
そ
う
呼
ん
で
い
た
と
あ
る
。
泰
昌
帝
生
母
王
氏
は

も
と
は
万
暦
帝
生
母
李
氏
に
仕
え
る

「宮
人
」
で
あ

っ
た
と

『明
史
』
后
妃
伝
に
は
あ
る
が
、
「宮
人
」
は
万
暦
帝
の
言
葉
か
ら
も
、
身
分
が

か
な
り
低

い
こ
と
が
窺

い
知
れ
る
。
し
か
し

『明
実
録
』
他
、
ど
の
史
料
に
も

「宮
人
」
と
い
う
地
位
に
冊
封
し
た
と

い
う
記
述
を
見
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
。

第

二
節

宮
人
と

い
う
存
在

女
官

で
も
妃
嬢
で
も
な
い
、
そ
れ
は
位
も
品
秩
も
な

い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
後
宮
内
で
は
最
下
層
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
そ
の

「宮
人
」

(
67
)

と
い
う
言
葉
は
、
当
初
は
広
く
後
宮
女
性
全
般
を
指
す
言
葉
の

一
つ
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
の
制
度
や
体
制
が

整
う
に

つ
れ
、
「宮
人
」
と

い
う
言
葉
に
も
多
少
の
変
化
が
現
わ
れ
て
く
る
。

(
68
)

ま
ず
洪
武
五
年

に
、
后
妃
と
同
様
に
宮
人
の
冠
服
も
制
定
さ
れ
て
い
る
。
同
時
期
に
制
定
さ
れ
た
女
官
制
度

の
職
掌

に
は
宮
人
の
名
前
や

(
69
)

戸
籍

・
給
金

の
管
理
も
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
明
代
を
通
じ
て
、
後
宮

の
人
数
が
多
す
ぎ
る
と
し
て

「宮
人
」

の
解
放
を
求
め
る
上
奏
が
廷

臣
た
ち
か
ら
し
ば
し
ば
出
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
解
放
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、
成
化
年
間
に
は

一
度
実
行
さ
れ
て

(70
)

い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
洪
武
五
年
に
は

「宮
人
」

の
存
在
は
制
度
化
さ
れ
て
お
り
、
当
初
の
後
宮
女
性
全
般
を
指
す
言
葉
か
ら
、
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后
妃

・
女
官
以
外
の
後
宮
女
性
を
指
す
言
葉
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
後
宮
の
こ
と
を
あ
ず
か
り
知
る
立
場
に
な
い
は
ず

の
廷

臣
た
ち
が
、
人
数
削
減
と
し
て

「宮
人
」
の
解
放
を
上
奏
し
て
い
る
と

い
う
事
実
は
、
後
宮
内
人
口
の
多
数
を

「宮
人
」
が
占
め
て
い
た
こ

と
、
ま
た
そ
の
人
数
は
、
代
を
重
ね
る
ご
と
に
増
加
の

一
途
を
た
ど

っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し

て
、
増
え
に
増
え
た

「宮
人
」
の
扱

い
は
ひ
ど

い
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
嘉
靖
二
十

一
年
に
は
嘉
靖
帝
を
宮
人
た
ち
が
絞
め
殺

そ
う
と
し

た
事
件
が
起
こ

っ
て
い
る
。
「壬
寅
宮
変
」
ま
た
は

「宮
姫

の
変
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
事
件
は
、
就
寝
中
の
嘉
靖
帝
を
宮
人

の
楊

金
蓮
ら
が
絞
め
殺
そ
う
と
し
た
が
、
結
局
失
敗
に
終
わ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
連
座
し
て
寵
愛
さ
れ
て
い
た
妃
嬢
を
含
め
て
、
多
く

(
71
)

(
72
)

の
関
係
者
が
処
刑
さ
れ
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に

つ
い
て
は
、
『明
史
』
や

『明
実
録
』
、
さ
ら
に

『万
暦
野
獲
編
』
な
ど
の
野

(
73
)

史
に
も
記
載
が
み
え
る
。
し
か
し
、
ど
の
記
載
も
事
件
の
経
緯
を
述
べ
る
の
み
で
あ
り
、
起
こ

っ
た
原
因
や
背
景
を
明
ら
か
に
は
し
て
い
な

い
。
本
当

に
嘉
靖
帝
が
寵
愛
し
て
い
た
妃
娯
が
事
件
に
加
担
し
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
少
な
く
と
も
実
行
犯
は
、
「宮
人
」
も
し

く
は

「宮
碑
」
と
称
さ
れ
る
女
性
た
ち
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
「宮
人
」
た
ち
が
皇
帝
の
殺
害
を
目
論
む
に
至
る

ほ
ど
、
過
酷
な
境
遇

に
置
か
れ

て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

し
か
し
、
宮
変
で

「宮
人
」
が
嘉
靖
帝

の
就
寝
中
を
狙

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
皇
帝

の
身
辺
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
こ
と
で
あ

(
47
)

る
。
ま
た
先
述
の
泰
昌
帝
生
母
王
氏
は
、
慈
寧
宮

の

「宮
人
」

で
あ
り
、
そ
こ
で
生
活
し
て
い
た
万
暦
帝
生
母
李
氏
に
仕
え
て
い
た
。
そ
の

(
75
)

李
氏
に
仕

え
た
こ
と
で
、
二
品
以
上
の
女
性
に
し
か
贈
ら
れ
な
い

「夫
人
」

の
称
号
を
得
て
い
る
者
も

い
る
。

つ
ま
り
、
皇
族

の
身
近
に
仕

え
て
い
る
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
繰
り
返
さ
れ
る
廷
臣
の
上
奏
、
そ
し
て
宮
変

の
後
も

「宮
人
」
に
対

し
て
何
ら
か
の
行
動
、

た
と
え
ば
人
員
削
減
等

の
動
き
は

つ
い
に
な
か

っ
た
こ
と
は
、
身
辺
の
用
を
す
る
た
め
に

「宮
人
」
は
必
要
な
存
在
だ

っ
た
と

い
え

る
。
な

か
で
も
皇
太
后
、
皇
后
か
皇
帝
生
母
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
、
特
に
皇
帝
生
母
の
近
く
に
仕
え
て
い
る
と

い
う

こ
と
は
、
未
来
の
皇
帝
と
な

る
皇
子
に
も
必
然
的
に
仕
え
る
こ
と
に
な
る
。
女
官
で
も
后
妃
で
も
な

い

「宮
人
」
は
、
皇
帝
の
養
育
係
と

い
う
特
殊

な
立
場
を
も
含
ん
で
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い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

皇
帝

の
養
育
係
の
、
よ
り
具
体
的
な
例
と
し
て

「乳
母
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
皇
帝

の
乳
母
に
つ
い
て
の
最
初
の
記
述
は
、
永
楽
帝
が
乳
母

(76
)

に
称
号
を
追
贈
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
「乳
婦
」
「
乳
姐
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
皇
帝

の
乳
母
に
は
称
号
が
贈

ら
れ
て

い
る
こ
と
が
多

い
。

実
は
乳
母
と
な
る
女
性
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
た
の
か
を
示
す
史
料
は
な
く
、
ま
た
後
宮
内
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
も
よ

く
わ
か
ら
な

い
の
で
あ
る
が
、
乳
母
は
必
ず
皇
帝
の
即
位
前
後
に
二
品
以
上
の
女
性
に
し
か
贈
ら
れ
な

い

「夫
人
」
の
称
号
を
得

て
お
り
、

乳
母

の
夫

や
家
族
が
指
揮
倉
事
な
ど
軍
関
係
の
地
位
に
冊
封
さ
れ
、
そ
の
地
位
に
見
合

っ
た
俸
禄
を
得
る
の
み
な
ら
ず

、
そ
の
孫
や
甥
な
ど

に
世
襲
さ
れ
る
な
ど
、
特
別
な
待
遇
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

皇
帝
に
は

一
人
以
上
の
乳
母
が
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
す
べ
て
の
皇
帝

の
乳
母
が

「夫
人
」
の
称
号
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
永

(
77
)

楽
帝
に
続

く
洪
煕
帝
は
乳
母
に

「夫
人
」

の
称
号
を
贈

っ
た
と

い
う
記
述
が
見
え
な
い
が
、
「
保
母
」
が

「夫
人
」
の
称
号
を
得
て
い
る
。

(怨

こ
う
し
た
保
母

へ
の
待
遇
の
理
由
も
ま
た
皇
帝
を
育
て
た
こ
と
、
そ
し
て
長
年
仕
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ま

た
、
乳
母
と
保
母
の

両
方
に

「夫
人
」
が
贈
ら
れ
る
例
も
あ
り
、
そ
の

一
族
も
乳
母

の
場
合
と
同
様

の
恩
恵
を
蒙

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
保
母

は
乳
母
と

同
等
の
も

の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
皇
帝
の
養
育
に
深
く
携
わ

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、

乳
母
や
保
母
は
、
ど

の
よ
う
な
人
が
そ
れ
に
あ
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
保
母
に
つ
い
て
は
、
宮
人
を
冊
封
す
る
場
合
が
多
く
、

や
は
り
母

后
の
近
く
に
仕
え
て
い
た
宮
人
が
、
そ
の
ま
ま
養
育
係
と
な

っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
乳
母

は
、
母
乳
を
与
え
る

必
要
性
か
ら
既
婚
者
、
そ
れ
も
子
供
が

い
る
可
能
性
が
高
く
、
条
件
が
か
な
り
特
殊
で
あ
る
。
た
だ
保
母
が
宮
人
か
ら
な
る
こ
と
、
そ
し
て

乳
母
は
そ

の
条
件

の
特
殊
性
か
ら
、
女
官
で
も
妃
嬢

で
も
あ
り
え
な

い
こ
と
か
ら
、
両
者
は
宮
人
と

い
う
カ
テ
ゴ
リ

に
分
け
ざ
る
を
得
な

か

っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
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で
は
、
夫
人
の
称
号
を
得
た
と
し
て
も
、
乳
母
保
母
は
相
変
わ
ら
ず
宮
人
、

つ
ま
り
後
宮
内
の
最
下
層
と
し
て
の
扱

い
だ

っ
た

の
だ
ろ
う

か
。

(
79
)

『明
史
」

の
后
妃

の
冠
服
に
つ
い
て
の
記
述
に
は
、
皇
后

・
妃

・
九
嬢
に
続

い
て
、
宮
人
の
前
に

「内
命
婦
」

の
規
定
が
あ
る
。
「命
婦
」

(
80
)

は
爵
位
家

や
官
僚
の
妻
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
夫
の
品
秩
に
よ

っ
て
夫
人

・
淑
人

・
徳
人

・
宜
人

・
安
人

・
儒
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
人
々
は
外
命
婦
と
言
わ
れ
、
皇
后
の
誕
生
日
で
あ
る
千
秋
節
な
ど
の
際
に
は
宮
中
に
参
内
し
、
皇
后
に
拝
謁
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
外
命
婦
と
同
様
に
、
夫
人
の
称
号
を
得
て
い
る
乳
母
保
母
は
、
や
は
り
命
婦
と

い
え
よ
う
し
、
外
命
婦
と
も

い
え
な

い
こ
と
か

ら
、
「内

命
婦
」
と
規
定

で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
冠
服
が
宮
人
と
は
異
な

っ
て
い
る
こ
と
も
、
宮
人
と
扱

い
が
変
わ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(
81
)

そ
れ
が
証
拠
に
、
皇
帝
に
関
わ
る
冠
婚
葬
祭
の
儀
礼
の
際

の
席
次
は
、
女
官
よ
り
も
上
に
な

っ
て
い
る
。
女
官
は
最
高

で
も
正
五
品
で
あ
る

こ
と
か
ら
も
、
二
品
以
上
で
あ
る
夫
人
が
上
位
に
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
元
は
女
官

の
管
理
下
に
あ
る
宮
人
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
え

る
と
、
こ
れ
は
大
変
な
特
別
扱

い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
事
例
と

い
え
よ
う
。

ま
た
天
啓
年
間
で
は
、
乳
母
の
客
氏
が
奉
聖
夫
人
に
封
じ
ら
れ
、
魏
忠
賢
と
と
も
に
専
横
を
ふ
る
い
、
後
宮
内
で
は
時
に
皇
帝

の
后
妃
た

(
82
)

ち
を
も
圧
迫
し
死
に
至
ら
し
め
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
後
宮
内
の
特
別
待
遇
が

一
つ
の
要
因
で
あ

っ
た

と
も

い
え
よ
う
。
皇
帝
が
自
ら
を
育
て
た
人
物
を
優
遇
す
る
こ
と
で
、
そ
の
人
物
が
専
横
を
ふ
る
う
構
図
は
、
洪
武
帝

が
あ
れ
ほ
ど
警
戒
し

た
有
力
な
外
戚

の
発
生
に
も
似
て
い
る
。
そ
し
て
、
洪
武
帝
が
危
惧
し
た
よ
う
に
多
く
の
弊
害
を
な
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
人
々
の

害
毒
が
続
く
こ
と
は
な
く
、
皇
帝
の
死
と
と
も
に
権
力
を
失
う
点
は
、
や
は
り
皇
帝
専
制
体
制
が
強
固
と
な

っ
た
明
代

の
特
徴
と
言
え
よ
う
。

客
氏
も
天
啓
帝
の
死
と
同
時
に
権
力
を
失

い
、
最
後
は
後
宮
で
年
老

い
た
者
が
行
き
着
く
先
で
あ
る
涜
衣
局
に
送
ら
れ

て
、
筈
刑
に
さ
れ
、

(
83
)

そ
こ
で
亡
く
な

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ど
れ
ほ
ど
皇
帝
の
厚
遇
を
受
け
、
地
位
や
権
力
を
持

っ
た
と
し
て
も
、
乳
母
そ
し
て
保
母
は
、
や

は
り
最
終

的
な
と
こ
ろ
は
宮
人
扱
い
で
あ

っ
た
と

い
う
証
明
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
明
代
後
宮
制
度

の
内
容
と
変
遷
、
そ

の
実
態
に
つ
い
て
分
析

を
加
え
た
。

総
括
す
る
と
、
明
代
後
宮

の
女
性
は
后
妃

・
女
官

・
宮
人
に
区
分
で
き
る
。

ま
ず
后
妃

(淑
女
)
は
文
字
通
り
皇
帝
と
の
婚
姻
が
目
的
で
あ
り
、
選
抜
の
条
件
は
十
五
歳
前
後
と

い
う
年
齢
制
限

の
ほ
か
、
見
た
目

の

美
し
さ
を
最
重
要
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
後
宮
に
入

っ
た
後
は
、
皇
后
を
頂
点
と
す
る
厳
然
た
る
身
分
制
度
に
組
み
込

ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

女
官

(宮
女
)
は
、
後
宮
の
文
書
や
物
の
管
理
を
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
か
ら
、
文
字

の
読
み
書
き
や
計
算
と

い
っ
た
事
務
能
力
が
、
第

一

に
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
三
十
歳
以
上
の
婦
人
も
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
女
官
は
婚
姻
対
象

で
は
な

い
こ
と
、

つ
ま
り
后
妃
と
は
決
定

的
に
違
う

存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
女
官
に
は
六
局

一
司
と

い
う
機
構
が
あ
り
、
后
妃
と
は
異
な

っ
た
制
度

の
上
で
統

制
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
後
宮
女
性
の
絶
対
多
数
を
占
め
た
の
は
、
宮
人
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ

っ
た
。
宮
人
は
皇
帝
や
后
妃
の
身

辺
に
仕
え
て
お
り
、

そ
の
な
か
に
は
乳
母
や
保
母
と
い
っ
た
、
皇
帝
の
養
育
係
に
な
る
者
も
お
り
、
そ
の
功
績
に
よ
り
内
命
婦
と
し
て
特
別

な
地
位
を
授
け
ら
れ

る
こ
と
も

あ

っ
た
。

こ
れ
ら
后
妃

・
女
官

・
宮
人
は
、
洪
武
年
間
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
や
制
度
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
明
末
ま
で
存
続
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、

全
体
的
な
明
代
の
後
宮

の
制
度
は
、
洪
武
帝
が
基
礎
を
作
り
、
明

一
代
を
通
じ
て
踏
襲
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う

。

洪
武
帝
は
、
特
に
女
官
制
度
は
唐
代

の
制
度
を
参
考
に
整
備
し
、
そ
の
の
ち
数
回
に
わ
た

っ
て
改
定
を
加
え

て
い
る
。
『明
史
』

で
は
唐

代
の
女
官

制
度
よ
り
も
、
人
数
が
減

っ
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
洪
武
帝
は
唐
代
を
強
烈
に
意
識
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
で
は
、
な
ぜ
唐
代
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
女
官
制
度
の
設
置
理
念
や
、
明
代
と
唐
代
の
相
違
な
ど
、
今
後
深
く
検
討
し
て
い
く
必
要



が
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
後
宮
女
性
に
つ
い
て
の
み
焦
点
を
あ
て
た
た
め
、
后
妃
た
ち
と
同
じ
後
宮

の
構
成
員
で
あ
る
宙
官
に

つ
い
て
、
ま

っ
た
く
触
れ
る
事
が
で
き
な
か

っ
た
。
明
代
の
後
宮
を
総
合
的
に
考
察
す
る
た
め
に
は
、
触
れ
な
い
わ
け

に
は
い
か
な

い
存
在

で
あ
る
。

以
上
二
点
を
課
題
と
し
て
、
今
後
検
討
を
加
え
て

い
き
た
い
。

注
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『皇
明
祖
訓
』
内
令
。

凡
皇
后
、
止
許
内
治
宮
中
諸
等
婦
女
人
、
宮
門
外

一
応
事
務
、
母
得
干
預
。

正
統
帝

(天
順
帝
)
は
九
歳
、
万
暦
帝
は
十
歳
で
即
位
し
て
い
る
。

『明
史
』
巻
百
十
三
、
后
妃
伝

一
。

注
3
に
同
じ
。

注
3
に
同
じ
。

『明
太
祖
実
録
』
巻
六
十
四
、
洪
武
四
年
夏
四
月
戊
申

日
、
昔
君
天
下
者
、
必
重
後
嗣
為
蒸
民
主
、
皆
選
勲
徳
之
家
貞
良
女
子
以
魏
之
。

『明
太
祖
実
録
』
巻
六
十
八
、
洪
武
四
年
九
月
丙
辰

日
、
朕
君
天
下
封
諸
子
為
王
、
必
選
名
家
賢
女
為
之
妃
。

『祖
訓
録
』
内
令
。
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凡

天
子
及

親
王

皇
妃

宮

人
等

、
必
須

選

択
良
家

子

女
、

以
礼

聰
嬰

、
不

拘
処

所

、
勿
受

大

臣
進

送
、

恐
有

姦
計

。
但

是
侶

妓

不
許

押
近

。

(
9
)
合

山
究

「
『
選
秀

女
』

と
明

清

の
戯
曲

小
説

」

『
明
清

時
代

の
女

性
と

文
学

』

汲
古
書

院

、

二
〇

〇
六
年

。

(
10
)
佐

藤
文

俊

「
明
代

宗
室

の
婚
姻

の
性
格

」

『明
代

王
府

の
研
究
』

研

文
出

版
、

一
九

九
九

年
。

(
11
)
注

10
に
同

じ
。

(
12
)

『
明
太

祖
実

録
』

巻

二
百

三
十

一
、
洪

武

二
十

七
年

正
月
丙

寅

。

勅
礼

部
、

於

河
南

・
北

平

・
山
東

・
山

西

・
陳
西

、
凡

職
官

及

軍
民
家

、
或

前
朝

故
官

家

女
、

年
十

四

以
上
十

七

以
下

、
有

容
特

無
疾

而
家

法

良
者

、
令

有

司
礼
遣

之

、
傅

其
父

母
親

送
至

京
、

選
立

為
妃

。

(
13
)
注

10
に
同

じ
。

(
14
)
注

3
に
同

じ
。

(
15
)

『晋

書
』

巻

三
、

武
帝

紀
。

(
16
)

『
北
斎
書

』
巻

八
、
後

主
紀

。

(17
)
朱
子
彦

『帝
国
九
重
天
i

中
国
後
宮
制
度
変
遷
』
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
。

(
18
)

『
廿

二
史

筍

記
』
巻

三

十

二
、
明

代
選
秀

女

之
制

。

(
19
)

『
明
穆
宗

実

録
』

巻

二
十

五
、
隆

慶

二
年
十

月

已
丑

。

(
20
)
注

17
に
同

じ
。

(
21
)
注

18
に
同

じ
。

(
22
)

『
形
史
拾

遺
記

』

三
、

郡
貴
妃

。

(
23
)

『明

太
宗

実
録

』
巻

十

一
、
洪

武

三
十

五
年

八
月

甲
寅

。
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上
謂
禮
部
臣
日
、
今
諸
王
井
世
子

・
郡
王
、
多
未
婚
。
其
下
河
南

・
山
東

・
山
西

・
北
平
諸
司
訪
求
官
員
軍
民
及
前
朝
故
官
禮
法
之
家
、
有
女

子
及
笄
、
容
貌
端
厚
、
徳
行
脩
謹
者
、
官
給
舟
車
令
父
母
親
送
至
京
以
備
選
揮
。

求
民
間
識
字
婦
女
充
内
職
。
上
謂
禮
部
臣
日
、
國
家
稽
古
置
六
尚
之
官
、
以
典
内
事
。
薔
制
選
民
聞
識
字
婦
女
充
之
。
今
六
尚
倶
未
有
人
。
爾

禮
部
榜
示
中
外
、
凡
軍
民
之
家
、
有
識
字
婦
人
年
三
十
至
四
十
、
女
子
年
十
七
以
上
、
不
拘
容
貌
、
但
願
赴
選
者
、
官
給
騨
舟
、
令
其
父
母
親

送
京
師
、
量
授
以
職
、
其
合
得
俸
以
給
其
親
、
傍
復
其
家
。
婦
人
年
至
五
十
願
還
郷
里
、
女
子
給
事
十
年
以
上
、
願
還
家
及
適
人
者
、
倶
從
之
。

(24
)
『明
太
祖
実
録
』
巻
七
十
四
、
洪
武
五
年
六
月
癸
未
。

(25
)
『万
暦
野
獲
編
』
補
遺
巻

一
、
宮
閾
、
選
江
南
女
子
。

民
間
女
子
年
十
三
歳
以
上
、
十
九
歳
以
下
、
婦
人
年
三
十
歳
以
上
、
四
十
歳
以
下
、
無
夫
者
、
願
入
宮
備
使
、
令
各
給
砂
為
道
里
費
、
送
赴
京

師
。
蓋
女
子
以
備
六
宮
、
而
婦
人
則
充
六
尚
也
。

(26
)
『礼
記
』
昏
義
。

古
者
天
子
後
立
六
宮
、
三
夫
人
、
九
嬢
、
二
十
七
世
婦
、
八
十

一
御
妻
、
以
聴
天
下
之
内
治
、
以
明
章
婦
順
、
故
天
下
内
和
而
家
理
。

(27
)
注
24
に
同
じ
。

上
諭
中
書
省
臣
日
、
近
者
礼
部
奏
定
中
宮
女
織
、
遣
奉
張
和

・
察
旺
往
蘇
杭
二
州
、
選
民
間
婦
女
通
暁
書
数
願
入
宮
者
、
得
四
十
四
人
。
其
中

堪
任
事
者
十
四
人
、
已
倶
授
職
、
各
賜
白
金
三
十
七
両
、
以
購
其
家
有
年
未
及
二
十
者
三
十
人
、
各
賜
白
金
二
十
両
、
遣
還
聴
其
適
人
。
其
巳

授
女
職
者
、
令
有
司
耀
其
徳
役
。

(28
)

『明
太
祖
実
録
』
巻
百
三
十
五
、
洪
武
十
四
年
春
正
月
庚
子
。

敷
諭
、
蘇

・
松

・
嘉

・
湖
及
漸
江

・
江
西
有
司
。
凡
民
間
女
子
年
十
三
以
上
十
九
以
下
、
婦
人
年
三
十
以
上
四
十
以
下
、
無
夫
者
。
不
問
容
貌

妊
醜
、
但
無
悪
疾
、
願
入
宮
備
使
令
者
、
女
子
人
給
紗
六
十
錠
、
婦
人
給
紗
五
十
錠
、
為
道
里
費
、
送
赴
京
師
。
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(
29
)
注

25
に
同
じ

。

(
30
)

注

25
に
同
じ

。

倶

係

北
産

、
不
諸

文

理
、
故

命

江
南

選
揮

、
不

独
取

其
美

麗
。

(
31
)

注

23

に
同
じ

。

(
32
)

『明

史
』

巻

七
十

四
、
職

官
志

三
。

(
33
)

『明

英
宗

実
録

』
巻

百

五
、

正
統

八
年

六
月

壬
寅

。

(
34
)

注

3

に
同
じ

。

(
35
)

『明

太
祖

実
録

』

二
十

八
上

、
呉
元

年
十

二
月

丁
未

。

(
36
)

『明

太
祖

実
録

』
巻

七
十

四
、

洪
武

五
年

六

月
丁

丑
。

(
37
)

注

3

に
同
じ

。

洪

武

五
年
、

定
為

六

局

一
司
。

局
日
尚

宮

・
尚

儀

・
尚
服

・
尚

食

・
尚
寝

・
尚

功

、
司

日
宮

正
、

秩
皆

正
六

品
。

毎
局

領

四
司

、
其

属

二
十
有

四
、

而
尚
宮

総
行

六

局
之
事

。

戒
令

責
罰

、
則

宮
正

掌
之

。

(
38
)

注

36

に
同
じ

。

(
39
)

『明

太
祖

実
録

』
巻

一
六

一
、

洪
武

十

七
年
夏

四
月

癸
未

。

(
40
)

『明

太
祖

実
録

』
巻

二
百

四
十

一
、

洪
武

二
十

八
年

九
月

辛
酉

。

(
41
)

『酌

中
志
』

巻

十

六
。

(
42
)

注

3

に
同
じ

。

(
43
)

注

3

に
同
じ

。
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(
44
)

注

3
に

同
じ

。

明

太
祖

鑑
前

代
女

禍

、
立

綱
陳

紀
、

首
厳
内

教

。

(
45
)

『典

故
紀

聞
』

巻

二
。

(
46
)

注

1
に
同

じ
。

(
47
)

注

3
に
同

じ
。

(
48
)

注

12
に

同
じ
。

(
49
)

注

3
に

同
じ
。

(
50
)

『明
史

』
巻

百

十

四
、
后

妃
伝

二
。

母

以
子

貴

、
寧
分

差
等

耶

。

(
51
)

注

3
に

同
じ

。

(
52
)

メ
ン
ド

ー
サ

・
ゴ

ン
サ

ー

レ

ス

(
長
南

実
、

訳
)

『チ

ナ
帝

国
誌
』

岩

波
書

店
、

一
九

六

五
年
。

(
53
)

『国
朝

宮

史
』

巻

二
。

明
季

宮
女

至
九

千

人
、
内

監

至
十

万
人

、
飲
食

不

能
遍

及
、

日
有

餓

死
者

。

(
54
)

注

3
に

同
じ

。

諸
妃

位
号

亦
惟

取
賢

・
淑

・
荘

・
敬

・
恵

・
順

・
康

・
寧
為

称
。

(
55
)

『明
太

祖

実
録
』

巻

二
百

二
十

四
、

洪
武

二
十

六
年

春

正
月

丁
未

。

(
56
)

『万

暦
野

獲
編
』

巻

三
、

宮
閨

、
封

妃
異

典
。

(
57
)

『明

世
宗

実
録
』

巻

百

十
八
、

嘉
靖

九
年

十
月

壬

戌
。
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『明
世

宗
実

録
』

巻

百

二
十

三

、
嘉
靖

十
年

三

月
丁
亥

。

『明
世

宗
実

録
』

巻

百
五
十

八

、
嘉
靖

十

三
年

正
月

乙
巳

。

嘉

靖

十
三
年

、

二
十

六
年

、

三
十

一
年

、

三
十

四
年

、

四
十

三
年

と
、

大

々
的

に
淑
女

選
び

が
行

な
わ

れ

て

い
る
。

『明
世

宗
実

録
』

巻

三
百

五
十

八
、
嘉

靖

二
十

九
年

三
月

丙
辰

。

『読
礼

通
考

』
巻

七

十
五

、
喪
儀

節

三
十

八
、
未

封

妃
喪

儀
。

『明
光

宗
実

録
』

巻

一
、
萬

暦

三
十

四
年

三
月

。

注

45
に
同

じ
。

注

41
に
同

じ
。

注

50
に
同

じ
。

日
、

帝
入

侍
、

太

后
問

故
。

帝

日
、
彼

都

人
子

也
。

太
后

大
怒

日

、
爾

亦
都

人

子
。

帝
憧

恐

、
伏
地

不
敢

起

。
蓋

内
廷

呼
宮

人

日
都

入

、
太

旧亦

由

宮
人
進

、

故
云

。

『明
太

祖

実
録
』

巻

三
十

四
、
洪

武

元
年

八
月

甲
午

。

『明
史

』
巻

六

十
六

、
輿

服

二
。

注

32
に
同

じ
。

『明
憲

宗
実

録
』

巻

三
、

天
順

八
年

三
月

戊
午

。

注

50
に
同

じ
。

『明

世
宗

実
録
』

巻

二
百

六
十

七
、
嘉

靖

二
十

一
年

十
月

丁
酉

。

『万
暦

野

獲
編
』

巻

十

八
刑
部

、
宮
碑

蜂

逆

の
ほ

か
、

『
松
窩
夢

語
』

巻

五
、

災
異

記

に
も
見

ら

れ

る
。



81807978777675748382

注

50
に
同

じ
。

『
明
神
宗

実

録
』
巻

四
、
隆

慶
六

年

八
月

乙
卯
。

『明

太
宗

実

録
』
巻

十

四
、
洪

武

三
十

五
年

十

一
月
癸

卯
。

『明

仁
宗

実

録
』

巻

一
下
、
永

楽

三
十

二
年

八
月

丁
卯

。

『
明
英
宗

実

録
』

巻
百

四
十

、
正

統
十

一
年

夏

四
月

乙
卯

。

注

68
に
同

じ
。

『
明
太

祖
実

録
』

巻
六

十

二
、
洪

武

四
年

三
月

乙
巳
。

『
明
神

宗
実

録
』

巻

五
百

二
十
、

萬
暦

四
十

二
年

五
月

乙
亥

。

注

50
に
同

じ
。

注

41
に
同

じ
。

明代後宮 と后妃 ・女官制度55


